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１．趣旨 

  この要領は、長南町まちづくり計画図作成業務の委託契約候補者を決定するた

め、公募型プロポーザルの応募に必要な手続き等を定めるものである。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

    長南町まちづくり計画図作成業務委託 

 

（２）業務内容 

別紙「長南町まちづくり計画図作成業務委託仕様書」のとおり 

 

（３）委託期間 

    契約締結日の翌日から令和６年３月２５日までとする。 

 

（４）契約方法 

    公募型プロポーザルによる随意契約とし、提出書類及びプレゼンテーショ

ンを審査会において評価し、評価結果が最も高い者を委託契約候補者として

選定する。 

 

（５）提案上限額 

    ２，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

     

３．プロポーザル実施スケジュール 

１．公告（公募開始） 令和５年５月１日（月） 

２．質問書受付期間 
令和５年５月１日（月）～ 

       ５月１５日（月） 

３．公募申請受付期間 
令和５年５月１２日（金）～ 

５月２６日（金） 

４．審査会（プレゼンテーション）実施日 令和５年６月２日（金） 

５．審査結果通知 令和５年６月７日（水） 

 

４．参加資格要件 

（１）申込資格 



 本プロポーザルに参加しようとする者は、本業務に参画する意欲を持ち、公

益に資する意思を持って業務にあたるとともに、以下の要件を全て満たす者で

あること。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に  

該当しない者 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き及び民事 

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てが

なされていない者 

  ③ 政治資金規正法第３条に規定する政治団体あるいは宗教法人法第２条に 

   規定する宗教団体に該当しない者 

④ 長南町建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成１０年４月１日制定） 

に基づく指名停止又は長南町契約に係る暴力団対策措置要綱（平成２７年 

４月１日制定）に基づく指名除外を受けていない者 

⑤ 租税（国税及び地方税）を完納している者 

⑥ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を超過しない者、又は 

前６か月以内に手形もしくは小切手を不渡りがない者 

 

（２）提出書類 

  ① 公募型プロポーザル方式業者選定参加申込書（様式第１号）１部 

  ② 企画提案書（様式第２号）１０部 ※任意様式でも可 

  ③ 経費の概算見積書（任意様式）１部 

  ④ 業務実績表（様式第３号）１０部 

  ⑤ 登記事項証明書（法人の場合）１部 

  ⑥ 国税及び地方税の納税証明書 １部 

  ⑦ 代表者の身分証明書（法人以外の場合）１部 

  ⑧ 会社概要または会社概要に準ずるパンフレット等（法人の場合） １０部 

  ⑨ 業務の実施体制表（様式第４号）１０部 

 

（３）提出方法 

    持参又は郵送によること。持参の場合は開庁日の午前８時３０分から午後

５時１５分までの間とする。 

 

（４）提出期限 

    令和５年５月２６日（金）必着 

 

（５）失格事項 

申込者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  ① 参加資格条件をすべて満たしていない場合 



  ② 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

  ③ 提出書類及び説明内容等に虚偽の内容があった場合 

  ④ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

  ⑤ 実施要領及び担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 

 

（６）参加申込みの辞退 

申込者が本プロポーザルの申込みを辞退する場合は、申込辞退届（任意様

式）を町に提出するものとする。 

 

５．質問書及び回答 

（１）提出方法 

    質問書（様式第５号）により事務局あて電子メールで送信し、送信後は必

ず事務局に確認の電話連絡を行うこと。 

 

（２）受付期間 

    令和５年５月１日（月）～５月１５日（月）午後５時まで 

 

（３）質問に対する回答 

    質問又は回答が質問者の提案事項に関する個別的な内容の場合は、質問者

に対してのみ回答することとし、共通事項に関する内容の場合は、長南町ホ

ームページに掲載する。（事務局において軽微と判断した場合は除く。） 

 

６．審査会における企画提案のプレゼンテーション 

（１）開催日時 

  令和５年６月２日（金）（時間は別途通知する。） 

 

（２）開催場所 

  長南町役場 庁舎２階 第１会議室 

 

（３）所要時間 

  １事業者につき３０分（説明２０分程度、質疑１０分程度 

 

７．評価方法及び評価基準等 

（１）評価及び結果通知の方法 

審査会において、次項（２）に掲げる基準に基づく評価を行い、委託契約

候補者を決定した後、結果を申込者に文書により通知する。その際、他者の

提案及び評価内容は一切公開しない。 

なお、審査会は長南町建設工事等指名業者選定審査会と同一の組織構成と



し、副町長を委員長、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、建設課長、

ガス課長の５名を委員として、合計６名により審査を行うこととする。 

（２）審査項目及び評価基準 

審査基準 評価内容 配点 

１．事業目的との整合性 事業目的の趣旨に合致した提案内容か 10 

２．専門性・情報量 
業務遂行に必要な専門知識、経験、情報量及び情報発

信力を有するか 
10 

３．実施体制 
業務遂行に必要な能力を有する者を十分な人数で配

置できるか 
10 

４．提案の妥当性 事業計画の内容とスケジュールは適正か 10 

５．提案の実現性 
長南町の地域特性等を加味した実現可能な計画内容

であるか 
10 

６．情報発信の内容 
雇用創出、移住定住促進に必要なＰＲ、情報発信が盛

り込まれているか 
10 

７．見積金額 適正な経費の積算により見積額を算出しているか 10 

８．事業実績 
本業務と同種の業務を受託した実績、成果を有する

か 
10 

９．積極性・意欲 目的達成に向けて取り組む積極的な姿勢を感じるか 10 

１０．期待度 目的を達成し十分な成果が期待できるか 10 

 

（３）留意事項 

① 企画提案書等の作成及び提出に要する一切の費用は申込者の負担とする。 

② 提出書類は一切返却しない。 

③ 提出書類は今回の選定以外の目的には使用しない。なお、長南町情報公開 

条例に基づく公開請求により公開することがある。その場合、個人情報等に

ついては公開対象から除く。 

④ 審査内容について、一切の異議申し立てはできないものとする。 

 

（４）問合せ及び提出先 

    〒２９７－０１９２ 

    千葉県長生郡長南町長南２１１０番地 

    長南町企画財政課企画政策係 

    E-mail  kikaku@town.chonan.lg.jp 

mailto:kikaku@town.chonan.chiba.jp


電 話  ０４７５－４６－２１１３ 

    ＦＡＸ  ０４７５－４６－１２１４ 


